
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
日

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
本
法
の
目
的
を
十
分
に
考
慮
し
、
障
害
者
に
対
す
る
差
別
の
禁
止
及
び
合
理
的
配
慮
の
提
供
が
、
募
集
、
採
用
、
就
労
の

い
ず
れ
の
段
階
に
お
い
て
も
早
期
に
実
現
し
、
障
害
者
雇
用
の
一
層
の
促
進
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
当
事
者
で
あ
る
障
害
者
の

意
向
を
最
大
限
に
考
慮
し
な
が
ら
、
具
体
的
施
策
の
取
組
を
進
め
て
い
く
こ
と
。

二
、
合
理
的
配
慮
義
務
の
適
用
が
猶
予
さ
れ
る
「
過
重
な
負
担
」
の
基
準
設
定
に
つ
い
て
は
、
そ
の
水
準
が
本
法
の
趣
旨
を
不

当
に
歪
め
る
こ
と
の
な
い
合
理
的
な
範
囲
で
設
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
、
障
害
者
団
体
を
含
む
四
者
に
よ
る

労
働
政
策
審
議
会
の
協
議
を
通
じ
て
指
針
を
定
め
る
こ
と
。
そ
の
際
、
合
理
的
配
慮
の
提
供
に
対
す
る
財
政
的
支
援
措
置
の

在
り
方
に
つ
い
て
も
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
。

三
、
障
害
者
に
対
す
る
雇
用
上
の
差
別
禁
止
規
定
に
違
反
す
る
個
々
の
案
件
に
対
す
る
私
法
上
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
民
法
上

の
規
定
に
則
っ
て
個
々
の
案
件
ご
と
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
適
切
な
周
知
を
図
る
こ
と
。

四
、
公
務
部
門
に
お
け
る
差
別
禁
止
と
合
理
的
配
慮
義
務
の
遵
守
に
つ
い
て
は
、
本
法
で
適
用
が
除
外
さ
れ
て
い
る
規
定
に
つ

い
て
の
法
令
上
の
措
置
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
本
法
の
目
的
を
率
先
し
て
実
現
し
、
障
害
者
雇
用
の
促
進
に
寄
与
し
て
い

く
観
点
か
ら
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
に
関
す
る
検
討
を
含
め
、
積
極
的
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。



五
、
障
害
者
に
対
す
る
差
別
の
禁
止
及
び
合
理
的
配
慮
の
提
供
義
務
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
そ
の
自
主
的
解
決
が

促
進
さ
れ
る
よ
う
具
体
的
な
施
策
を
講
ず
る
こ
と
と
し
、
そ
の
上
で
、
都
道
府
県
労
働
局
長
に
よ
る
助
言
、
指
導
又
は
勧
告
、

及
び
紛
争
調
整
委
員
会
に
よ
る
調
停
が
実
効
性
あ
る
も
の
と
な
る
よ
う
、
必
要
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。

六
、
労
働
者
派
遣
契
約
の
下
で
の
障
害
者
の
差
別
の
禁
止
及
び
合
理
的
配
慮
の
提
供
義
務
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
労
働
者
派
遣

法
に
基
づ
き
適
正
な
対
応
が
図
ら
れ
る
よ
う
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
具
体
的
な
措
置
を
講
ず
る
よ

う
検
討
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


